
         
 国

民
年
金
へ
の
加
入
と
保
険
料 

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
み
ん

な
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

国
民
年
金
の
加
入
者
の
こ
と
を
「
被

保
険
者
」
と
い
い
、
保
険
料
の
納
め
か

た
に
よ
り
３
つ
の
種
別
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。
種
別
は
第
１
号
被
保
険
者
、
第

２
号
被
保
険
者
、
第
３
号
被
保
険
者
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

第
１
号
被
保
険
者 

▼
加
入
す
る
人 

 

自
営
業
者
・
学
生
な
ど 

（
20
歳
以
上
60
歳
未
満
） 

▼
加
入
・
変
更
の
手
続
き 

 

剣
淵
町
役
場
に
届
出 

▼
保
険
料
の
納
め
方 

 

国
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
基
づ

き
、
保
険
料
を
納
め
ま
す
。 

 

第
２
号
被
保
険
者 

▼
加
入
す
る
人 

 

会
社
員
・
公
務
員 

（
20
歳
以
上
65
歳
未
満
） 

▼
加
入
・
変
更
の
手
続
き 

 

勤
務
先
が
年
金
事
務
所
に
届
け
出
ま

す
。 

▼
保
険
料
の
納
め
方 

 

給
与
や
ボ
ー
ナ
ス
（
賞
与
）
か
ら
職

場
の
年
金
制
度
の
保
険
料
を
納
め
て

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納

め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
第
３
号
被
保
険
者 

▼
加
入
す
る
人 

 

会
社
員
・
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者 

 

（
20
歳
以
上
60
歳
未
満
） 

▼
加
入
・
変
更
の
手
続
き 

 

配
偶
者
の
勤
務
先
が
年
金
事
務
所
に

届
け
出
ま
す
。 

▼
保
険
料
の
納
め
か
た 

 

第
３
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
を
届

け
出
れ
ば
、
自
分
で
保
険
料
を
納
め

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

     

保
険
料
の
納
付
に
困
っ
た
ら 

 

経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
人
な
ど
の
た
め
に
、
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
。 

 

保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と
、
老
後

の
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
若
い
と
き
に

も
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
な
ど
が

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納

付
に
困
っ
た
ら
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

▼
免
除
申
請 

 

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
人
は
、
申
請
し
て
認
め

ら
れ
れ
ば
免
除
と
な
り
ま
す
。
申
請

免
除
に
は
、
全
額
免
除
（
納
付
な
し
）
、

４
分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
１
免
除
が
あ
り
ま
す
。 

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度 

 

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下

の
20
歳
以
上
30
歳
未
満
の
人
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
を
後
払
い

に
で
き
ま
す
。 

▼
学
生
納
付
特
例
制
度 

 

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生
は
、

申
請
に
よ
り
在
学
期
間
中
の
保
険
料

を
後
払
い
に
で
き
ま
す
。 

 

※
免
除
な
ど
を
承
認
す
る
際
に
は
、
前

年
の
所
得
が
基
準
と
な
り
ま
す
。
所

得
は
正
し
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

                           

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

○こんなに違う！免除・猶予・特例期間と未納期間の扱い 
 

  
老齢基礎年金を受

けるための期間 
老齢基礎年金額は 

障害基礎年金・遺族基礎年

金を受けるための期間に 

後から納めるこ

とができる期間 

免 除 入る 
減額になるが算入

できる 
入る 10年以内 

猶 予 入る 算入できない 入る  10年以内 

特 例 入る 算入できない 入る 10年以内 

未 納 入らない 算入できない 入らない  2年以内 

 


